
令和２年６月４日 

保護者 様 

 大阪市立東田辺小学校 

 校 長  細川 克寿 

 

児童の出席停止について 

 

新型コロナウィルス感染の拡大防止にご理解、ご協力いただきありがとうご

ざいます。昨日より午前中の短縮授業が始まりました。元気に登校している児

童が多いですが、発熱等のかぜ症状がみられる場合の出席停止や登校について

以下の通りとなりますのでご確認をお願いします。 

 

○児童に発熱等のかぜ症状がみられる場合 

 症状の出た日から、解熱剤を服用せずに症状が無くなった日の翌々日まで出

席停止となります。 

 ・解熱剤を用いていない場合 

第１日 第２日 第３日 第４日 第５日 

発熱 発熱→平熱 平熱 平熱 平熱 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能 

 ・解熱剤を用いた場合 

第１日 第２日 第３日 第４日 第５日 第６日 

発熱 発熱→平熱 平熱 平熱 平熱 平熱 

解熱剤服用 解熱剤服用 服用無し 服用無し 服用無し 服用無し 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能 

 ・同居の家族に、呼吸困難や高熱等、新型コロナ受診相談センターに相談す

る目安に該当する症状が見られる場合は、児童は出席停止となります。目

安については学校にご相談ください。 

 

○児童が新型コロナウィルスに感染した場合 

 感染の判明した日から出席停止となります。専門医等が登校を許可した日か

ら登校できます。 

○児童が濃厚接触者と認定された場合 

 濃厚接触者と認定された日から、保健所等が指示した期間が出席停止となり

ます。 

○同居家族が濃厚接触者と認定された場合は学校にご相談ください。 


